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Q.津波避難タワーは、土地収用法第3条第32号に該当するか

Q.なぜ説明会を行わなければならないこととされているのか

Q.代表当事者は、自らの代理人を選任することができるか

…などなど、新規で約40問のQ&Aを追加！…などなど、新規で約40問のQ&Aを追加！

Q.代理人とすることができるのは
　　　弁護士等の有資格者に限定されるのか

Q.仲裁に係る土地等が複数の都道府県にまたがる場合、
　　　　　　　　　　　　　仲裁申請の申請先はどのようになるか

Q.都道府県に置く審議会等の委員に
　　　　既に収用委員会の委員である者を任命することは可能か

土地収用法の解釈と運用を、実例を基にしたQ&Aでわかりやすく解説します！
公共事業の施行に不可欠な土地収用法を使いこなすために必要なQ&Aを
約530問集めました！
日常業務から東日本大震災などの非常時の手続きまで、「こんなときどうする？」
の疑問はこれ1冊で解決です！
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借家人だけを残して全ての土地所有者及び関係人との任意交渉が成立
したが、借家人との交渉がどうしてもまとまらない。借家人について土地収
用法上何か手段はないか。

起業者が、土地収用法第11条の規定により都道府県知事に立入りの許可
を申請する場合、立ち入ろうとする土地の区域についてはどの程度まで記
載すれば足りるか。

立木、建物等の収用又は使用を必要とする事業には、どのような事業が考
えられるか。また、事業認定例はあるか。

地方公共団体の区域の境界に係る道路については、道路法第19条にお
いて管理の特例が規定されているが、この規定によりA県とB県の境界に
ある県道をB県で改築することとなったが、B県はA県内に含まれる道路に
ついても起業者となりうるか。
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